
熊本市病院改革プラン最終評価報告について  

 

 １．プランの策定主旨                                                              

 公立病院である熊本市民病院及び植木病院が市民の生命と健康を守る病院として重要な役割を 

継続的に担っていくため、経営基盤の強化に向けた熊本市病院改革プランを策定した。 

 ２．計画期間                                                                     

平成３０年４月１日～令和５年３月３１日 〔５年間〕  

 ３．評価の方法                                                                     

１）評価基準 

Ａ：予定どおりあるいは予定以上に達成した（10割以上の達成） 

Ｂ：概ね予定どおり達成した（8割以上～10割未満の達成）   

Ｃ：一定程度達成した（6割以上～8割未満の達成） 

Ｄ：十分に達成できなかった（6割未満の達成） 

Ｅ：新市民病院のスペース・設備や医療スタッフ等の制約で実施できないと判断し 

た、あるいは検討の結果、法令等の関係で実施できない、またはメリットがな 

く実施しないと判断した 

２）比較対象年度 

市民病院：熊本地震前の旧病院で通常の診療が行われた最終年度である平成27年度 

と令和4年度との比較 

植木病院：平成29年度と令和4年度との比較 

なお、期間中の新規事業については、当該事業の初年度と令和4年度との比較 

 ４．評価の結果                                                                     

１）熊本市民病院                     ２）植木病院 

項目数  86項目            項目数  57項目 

Ａ    63項目（73%）             Ａ    37項目（65%） 

  Ｂ     9項目（11%）            Ｂ     6項目（11%） 

Ｃ     2項目（ 2%）              Ｃ     7項目（12%） 

Ｄ     6項目（ 7%）            Ｄ     5項目（ 9%） 

Ｅ     6項目（ 7%）             Ｅ     2項目（ 3%） 
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